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は
じ
め
に

『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』（
以
下
、『
霊
異
記
』
と
す
る
）
に
は

「
託
」
の
表
記
が
十
三
例
あ
り
、
そ
の
全
て
が
憑
依
に
関
連
す
る
意
味
で

使
用
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
語
義
の
内
実
は
、
よ
り
慎
重
に
検
証

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
霊
異
記
』
は
一
種
の
変
体
漢
文
で
書
か
れ

て
お
り
、
著
者
景
戒
が
、
和
語
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
表
現
を
「
託
」

に
置
き
換
え
た
の
か
が
明
確
で
は
な
い
た
め
で
あ
る
。『
類
聚
名
義
抄
』

や
『
新
撰
字
鏡

（
注
１
）』

は
、「
託
」
を
「
ツ
ク
」「
ヨ
ル
」
な
ど
と
訓
じ
て
い

る
も
の
の
、『
霊
異
記
』
に
は
、
そ
れ
ら
の
訓
が
通
用
し
な
い
例
も
あ
る
。

例
え
ば
、
下
巻
第
三
十
六
縁
に
は
、
死
者
が
病
人
に
と
り
憑
く
場
面

が
あ
る

（
注
２
）。

［
原
文
］

時
病
者
託
言
、「
我
永
手
也
。
我
令
仆
乎
法
花
寺
幢
、
後
西
大
寺
八

角
塔
成
四
角
、
七
層
減
五
層
也
。
由
此
罪
、
召
我
於
閻
羅
王
闕
、

令
抱
火
柱
、
以
挫
釘
打
立
我
手
於
、
而
問
打
拍
。

［
訓
読
文
］

時
に
病
者
託ク

ル

ヒ
テ
言
は
く
、「
我
は
永
手
な
り
。
我
、
法
花
寺
の
幢

は
た
ほ
こ

を
仆た

ふ

さ
し
め
、
後
に
西
大
寺
の
八
角
の
塔
を
四
角
に
成
し
、
七
層コ

シ

を
五
層コ

シ

に
減
じ
き
。
此
の
罪
に
由
り
て
、
我
を
閻
羅
王
の
闕み

か
どに

召

し
、
火
の
柱
を
抱
か
し
め
て
、
挫ヘ

シ

釘く
ぎ

を
以
て
我
が
手
の
於う

へ

に
打
ち

立
て
て
、
問
ひ
打
ち
拍う

つ
。

僧
侶
が
病
人
の
た
め
に
祈
祷
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
病
人
が
口
を
開
き
「
私

は
永
手
（
病
人
の
父
）
だ
」
と
名
乗
り
、
事
情
を
説
明
す
る
。
文
脈
上
、

藤

崎

祐

二

上
代
に
お
け
る
「
託
」
の
訓
に
関
す
る
一
考
察



― 20 ―

死
者
が
病
人
に
と
り
憑
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、「
託
」
に

「
ツ
ク
」
を
あ
て
、
正
格
漢
文
と
し
て
訓
読
す
る
と
、
傍
線
部
は
、
病
者

が
別
の
何
者
か
に
「
ツ
ク
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
意
味
が
通
ら
な

い
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、『
霊
異
記
』
の
訓
釈
に
は
「
久
流
比
天

（
ク
ル
ヒ
テ
）」
と
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
従
っ
て
読
む
と
、
と
り
憑
か

れ
た
こ
と
が
原
因
で
、
狂
人
の
よ
う
な
言
動
を
と
る
病
者
の
姿
が
浮
か

び
上
が
り
、
一
応
は
意
味
も
通
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
有
力
と
さ
れ
る
伝
本
が
い
ず
れ
も
完
本
で
は
な
い
こ

と
も
あ
り
、
こ
の
特
殊
な
訓
釈
を
確
認
で
き
る
の
は
、
院
政
期
か
ら
鎌

倉
初
期
に
か
け
て
の
書
写
と
さ
れ
る
来
迎
院
本
・
真
福
寺
本
以
降
と
な

る
。
景
戒
が
「
託
」
に
置
き
換
え
た
和
語
を
、
訓
釈
に
よ
っ
て
確
定
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、「
託
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
語
義
を
慎
重
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
は
、
上
代
文
学
に
お
け
る
憑
依
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

の
手
が
か
り
と
し
て
、「
託
」
の
語
義
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま

ず
、
漢
籍
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、『
霊
異
記
』
及
び
上
代
文
献
の
「
託
」

の
性
格
を
浮
き
彫
り
に
し
、
さ
ら
に
は
、
語
義
の
形
成
過
程
と
し
て
の

和
語
と
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
考
察
を
行
う
。
そ
の
上
で
「
ク
ル
ヒ
テ
」

と
訓
じ
る
こ
と
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
。

一
、
漢
籍
に
お
け
る
憑
依

『
霊
異
記
』
で
は
、
十
三
例
の
「
託
」
全
て
が
、
意
味
の
上
で
憑
依
と

深
く
関
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
限
定
的
な
使
用
に
は
、
ど
の
程

度
の
特
異
性
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
漢
籍
に
お
け
る
「
託
」
の
用
例
で
、
明
ら
か
に
「
と
り
憑
く
」

の
意
味
を
も
つ
も
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
管
見
に
入
ら
な
い
。
大
抵
は
、

「
頼
る
」・「
委
ね
る
」・「
か
こ
つ
け
る
（
口
実
に
す
る
）」
な
ど
の
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る

（
注
３
）。「

と
り
憑
く
」
の
意
味
に
相
当
す
る
語
と
し
て

は
、「
憑
」
の
字
を
比
較
的
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

志
怪
小
説
を
収
め
た
『
捜
神
記
』（
二
十
巻
本
）
に
は
、『
霊
異
記
』
と

同
じ
趣
向
の
物
語
が
散
見
さ
れ
る
が
、「
託
」
の
用
例
は
三
例
中
全
て
が

「
委
ね
る
」
や
「
口
実
に
す
る
」
の
意
味
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
憑
」

の
用
例
は
三
例
中
全
て
が
「
と
り
憑
く
」
の
意
味
で
あ
っ
た
。

「
憑
」
が
「
と
り
憑
く
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
例
と
し
て
、『
太
平

廣
記
』
巻
三
五
五
・
鬼
部
四
〇
「
王
誗
妻
」
の
冒
頭
を
、
以
下
に
掲
げ

る（
注
４
）。『

太
平
廣
記
』
は
、
宋
代
の
編
で
は
あ
る
が
、『
霊
異
記
』
と
趣
向

を
同
じ
く
す
る
古
今
の
奇
談
・
異
聞
を
収
め
た
説
話
集
で
あ
る
。
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て
は
、「
託
」
で
は
な
く
「
憑
」
が
「
と
り
憑
く
」
の
意
を
担
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、「
託
」
と
「
憑
」
は
、
明
確
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
に
は
厄

介
な
語
で
あ
る
。
両
者
は
基
本
的
な
語
義
を
「
頼
る
」
と
す
る
点
に
お

い
て
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
注
５
）。

さ
ら
に
、「
と
り
憑
く
」
の
意
味
は

「
頼
る
」
の
意
味
か
ら
の
派
生
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
文
脈
に
よ
っ
て
は

ど
ち
ら
で
解
釈
す
る
べ
き
か
、
判
断
に
迷
う
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。
神

霊
が
人
間
に
「
と
り
憑
く
」
と
い
う
行
為
は
、
人
間
の
体
を
借
り
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
人
間
を
「
頼
る
」
と
い
う
側
面
を
併

せ
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、「
憑
」
の
み
が
憑
依
の
意

味
で
も
使
用
さ
れ
、「
託
」
は
憑
依
の
意
味
で
使
用
さ
れ
な
い
な
ど
と
断

定
す
る
こ
と
は
、
膨
大
な
漢
籍
を
前
に
し
て
は
不
可
能
に
近
い
。

『
太
平
廣
記
』
巻
三
一
八
・
鬼
三
「
張
禹
」
は
、「
託
」
と
「
憑
」
の

両
方
の
文
字
を
併
用
す
る
。「
託
」
と
「
憑
」
の
使
い
分
け
を
検
証
す
る

に
は
打
っ
て
付
け
の
資
料
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
憑
」
の
方

が
、
よ
り
憑
依
の
意
味
で
使
用
さ
れ
得
る
可
能
性
を
検
討
し
た
い
と
思

う
。
張
禹
は
墓
場
で
女
の
幽
霊
と
出
会
い
、
我
が
子
を
虐
待
す
る
後
妻

に
復
讐
す
る
た
め
の
助
力
を
嘆
願
さ
れ
る
。
以
下
は
、
幽
霊
の
嘆
願
内

容
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

［
原
文
］

王
誗
者
、
南
安
縣
大
盈
村
人
也
。
妻
林
氏
。
忽
病
、
有
鬼
憑
之
。

言
我
陳
九
娘
也
。
以
香
花
祠
我
、
當
有
益
於
主
人
。
誗
許
之
。
乃

呼
林
為
阿
阻
。
為
人
言
禍
福
多
中
。
半
餘
歳
乃
見
形
。
自
腰
已
下

可
見
。
人
未
常
來
者
。
亦
不
見
也
。
但
以
言
語
相
接
。

［
訓
読
文
］

王わ
う

誗て
ん

な
る
者
は
、
南
安
縣
大
盈
村
の
人
な
り
。
妻
林
氏
忽
ち
病
む
。

鬼
有
り
て
之
に
憑
る
。
言
ふ
、
我
は
陳
九
娘
な
り
、
香
花
を
以
て

我
を
祠
ら
ば
、
當
に
主
人
に
益
有
る
べ
し
、
と
。
誗
之
を
許
す
。

乃
ち
林
を
呼
ん
で
阿あ

し
や阻

と
為
す
。
人
の
為
に
禍
福
を
言
ひ
て
多
く

中あ
た

る
。
半
餘
歳
乃
ち
形
を
見
す
。
腰
よ
り
已い

下か

見
る
可
し
。
人
未

だ
常
に
來
ら
ざ
る
者
は
、
亦
見
え
ざ
る
な
り
。
但
言
語
を
以
て
相

接
す
。

病
気
で
苦
し
む
妻
に
鬼
が
と
り
憑
い
て
、
自
ら
を
祭
る
よ
う
に
要
求
す

る
。
本
稿
の
冒
頭
で
、『
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
託
」
の
用
例
と
し
て
掲

げ
た
下
巻
第
三
十
六
縁
と
近
似
す
る
場
面
な
の
で
、
比
較
さ
れ
た
い
。

そ
こ
で
は
、
死
者
が
病
人
に
憑
依
し
て
「
私
は
永
手
だ
」
と
名
乗
り
、

事
情
を
説
明
す
る
の
で
あ
っ
た
。
近
似
す
る
状
況
で
あ
り
な
が
ら
、
憑

依
を
表
す
語
と
し
て
、『
霊
異
記
』
で
は
「
託
」
を
使
用
し
、『
太
平
廣

記
』「
王
誗
妻
」
で
は
「
憑
」
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
籍
に
お
い
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［
原
文
］

有
一
男
一
女
。
男
年
十
一
。
女
年
七
歳
。
亡
後
。
李
氏
幸
我
舊
使

婢
承
貴
者
。
今
我
子
毎
被
捶
楚
。
不
避
頭
面
。
常
痛
極
心
髄
。
欲

殺
此
婢
。
①
然
亡
人
気
弱
。
須
有
所
憑
。
②
託
君
助
済
此
事
。
当

厚
報
君
。

［
訓
読
文
］

一
男
一
女
有
り
、
男
は
年
十
一
、
女
は
年
七
歳
な
り
。
亡
せ
て
後
、

李
氏
は
我
が
舊も

と

の
使し

婢ひ

の
承
貴
を
幸か

う

す
。
今
我
が
児
は
毎つ

ね

に
捶す

い

楚そ

さ
被れ

る
に
、
頭
面
を
避
け
ず
、
常
に
痛
み
心
髄
に
極
ま
る
。
此
の

婢
を
殺
さ
ん
と
欲
す
、
①
然
れ
ど
も
亡
人
は
気
弱
く
、
憑
る
所
有

る
を
須ま

つ
。
②
君
に
託
し
て
助
け
て
此
の
事
を
済
さ
ん
、
当
に
厚

く
君
に
報
ゆ
べ
し
。

死
者
は
、
そ
の
力
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
他
者
の
助
け
を
得
な
け
れ
ば

復
讐
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
が
読
み
取
れ
る
。
で
は
、
幽
霊
が
張
禹
に

求
め
る
助
力
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
ろ
う
か
。「
殺
人

に
加
担
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
拒
絶
す
る
張
禹
を
、
幽
霊
は
「
あ

な
た
が
手
を
汚
す
こ
と
は
な
い
」
と
説
得
し
、
以
下
の
計
画
を
語
る
。

［
原
文
］

何
縁
令
君
手
刃
。
唯
欲
因
君
為
我
語
李
氏
家
。
説
我
告
君
事
状
。

（
マ
マ
）

李
氏
念
惜
承
貴
。
必
作
禳
除
。
君
当
語
之
。
自
言
能
為
厭
断
之
法
。

李
氏
聞
此
。
必
令
承
貴
莅
事
。
我
因
伺
便
殺
之
。

［
訓
読
文
］

何
に
縁
り
て
か
君
に
手て

づ
から

刃じ
ん

せ
令し

め
ん
や
、
唯
君
に
因
り
て
我
が

為
に
李
氏
の
家
に
語
る
を
欲
す
る
の
み
、
我
、
君
に
事
状
を
告
ぐ

る
と
説
か
ば
、
李
氏
は
承
貴
を
念お

も

ひ
惜
し
め
ば
、
必
ず
禳じ

や
う
ぢ
よ除

を
作な

さ
ん
。
君
は
当
に
之
に
語
る
べ
し
、
自
ら
言
へ
、
能
く
厭え

ん

断だ
ん

の
法

を
為
す
、
と
。
李
氏
は
此
を
聞
か
ば
、
必
ず
承
貴
を
し
て
事
に
莅の

ぞ

ま
令
め
ん
、
我
は
因
つ
て
便
を
伺
ひ
之
を
殺
さ
ん
。

幽
霊
は
張
禹
に
対
し
、
元
夫
で
あ
る
李
氏
と
対
面
し
、
亡
き
妻
の
霊
が
、

後
妻
承
貴
の
殺
害
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
よ
う
求
め
る
。
李

氏
は
承
貴
を
心
配
し
て
、
厄
除
け
を
希
望
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

張
禹
が
祈
祷
師
を
装
い
、
除
霊
を
買
っ
て
出
れ
ば
、
李
氏
は
承
貴
を
張

禹
の
前
に
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
機
会
を
狙
っ
て
、
幽
霊
が
承
貴
を

殺
害
す
る
と
い
う
計
画
で
あ
る
。
し
か
し
、
承
貴
を
殺
害
す
る
の
に
、

こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏
ま
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
判
然
と
し
な
い
。

身
分
の
あ
る
既
婚
女
性
に
、
男
性
が
近
づ
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い

が
、
加
持
祈
祷
を
行
う
行
者
で
あ
れ
ば
例
外
だ
と
い
う
点
に
着
目
す
れ

ば
よ
い
。
す
る
と
、
張
禹
が
祈
祷
師
を
装
う
こ
と
に
は
、
幽
霊
が
、
張

禹
を
可
能
な
限
り
承
貴
に
接
近
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
透
け
て
見
え
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る
。
つ
ま
り
、
幽
霊
が
承
貴
を
殺
害
す
る
に
は
、
張
禹
が
承
貴
に
近
づ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
幽
霊
に
は
行

動
上
の
制
約
が
あ
り
、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
張
禹
に
と
り
憑

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
物
語
の
ど
こ
か
に
、
と
り
憑
く
こ
と
の

承
諾
を
求
め
る
言
葉
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
の
候

補
と
し
て
は
、
傍
線
部
①
の
「
憑
」
あ
る
い
は
傍
線
部
②
の
「
託
」
意

外
に
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
憑
」
と
「
託
」
の
い
ず
れ
か
を
憑
依

の
意
味
で
解
釈
し
な
け
れ
ば
、
物
語
を
正
し
く
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
も
そ
も
、
張
禹
と
幽
霊
と
の
出
会
い
が
、
屋
敷
か
ら
離
れ
た
墓
場

で
あ
る
こ
と
も
、
幽
霊
が
自
ら
の
力
で
は
自
由
に
移
動
で
き
な
い
と
い

う
設
定
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
妻
と
子
ど
も
た
ち
が
暮

ら
す
屋
敷
に
行
く
に
は
、
生
き
た
人
間
に
「
憑
く
」
以
外
に
手
段
が
な

い
。
張
禹
に
屋
敷
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
、
承
貴
に
接
近
す
る
機

会
を
作
っ
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。「
憑
く
」
と
は
言
っ
て
も
、
相
手
の
承

諾
を
前
提
に
し
て
お
り
、
前
後
不
覚
に
し
て
傀
儡
の
よ
う
に
操
る
の
で

は
な
い
か
ら
、
か
な
り
穏
や
か
な
性
質
の
も
の
で
は
あ
る
。
そ
れ
で
も
、

人
に
「
憑
く
」
こ
と
以
外
に
移
動
手
段
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は

り
憑
依
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
幽
霊
が
張
禹
に
嘆
願
す
る

助
力
と
は
、
依
り
代
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
物
語
の
場
合
、
幽
霊
が
張
禹
を
頼
っ
て
目
的
地
に
連
れ
て
行
っ

て
も
ら
う
と
い
う
行
為
に
は
、「
頼
る
」
と
い
う
側
面
と
「
と
り
憑
く
」

と
い
う
側
面
の
両
方
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
傍
線

①
の
「
憑
」
と
傍
線
②
の
「
託
」
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
。

傍
線
①
の
訳
の
可
能
性
と
し
て
は
、「
と
り
憑
く
相
手
が
現
れ
る
の
を

待
っ
て
い
ま
し
た
」
か
、
あ
る
い
は
「
頼
れ
る
相
手
が
現
れ
る
の
を
待
っ

て
い
ま
し
た
」
で
あ
る
。
傍
線
②
に
つ
い
て
は
、「
あ
な
た
に
と
り
憑
い

て
、
助
け
を
得
て
こ
の
思
い
を
遂
げ
よ
う
と
思
い
ま
す
」
と
解
釈
す
る

べ
き
か
、「
あ
な
た
を
頼
っ
て
、
助
け
を
得
て
こ
の
志
を
遂
げ
よ
う
と
思

い
ま
す
」
と
解
釈
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
用
例
で

は
「
憑
」
と
「
託
」
の
い
ず
れ
も
が
、「
頼
る
」
と
も
「
と
り
憑
く
」
と

も
訳
し
得
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
捜
神
記
』
巻
四
・
八
六
「
戴
文
謀

（
注
６
）」

と
比

較
す
る
。
神
霊
が
人
間
と
交
渉
す
る
場
面
を
有
す
る
と
い
う
点
で
、「
張

禹
」
と
同
じ
趣
向
の
物
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

［
原
文
］

沛
国
戴
文
謀
、
隠
居
陽
城
山
中
。
曾
於
客
堂
食
際
、
忽
聞
有
神
呼

曰
「
我
天
帝
使
者
。
欲
下
憑
君
。
可
乎
」（
中
略
）
後
於
室
内
竊
言

之
。
婦
曰
「
此
恐
是
妖
魅
憑
依
耳
。」
文
曰
「
我
亦
疑
之
。」

［
訓
読
文
］

沛
国
の
戴
文
謀
、
陽
城
の
山
中
に
隠
居
す
。
曾
て
客
堂
に
於
て
食

す
る
際
、
忽
ち
神
有
り
て
呼
ぶ
を
聞
く
に
曰
く
「
我
は
天
帝
の
使
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者
な
り
。
下
り
て
君
に
憑
か
ん
と
欲
す
。
可
な
る
か
」
と
。（
中

略
）
後
に
室
内
に
於
て
竊
か
に
之
を
言
ふ
。
婦
曰
く
「
此
れ
恐
ら

く
は
是
れ
妖
魅
の
憑
依
す
る
耳
。」
と
。
文
曰
く
「
我
も
亦
た
之
を

疑
ふ
」
と
。

戴
文
謀
は
、
天
帝
の
使
者
を
名
乗
る
声
に
「
お
前
に
憑
こ
う
と
思
う
が
、

よ
い
か
」
と
の
要
請
を
受
け
、
使
者
を
迎
え
入
れ
る
準
備
を
す
る
も
の

の
、
疑
心
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
妻
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
妻
も
「
妖

怪
が
取
り
憑
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
不
信
感
を
表
明
す
る
。
引
用

箇
所
の
後
、
天
帝
の
使
者
は
、
疑
念
を
抱
か
れ
た
こ
と
に
立
腹
し
、「
利

益
を
与
え
よ
う
と
思
っ
て
来
た
の
に
、
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は

思
わ
な
か
っ
た
」
と
言
い
残
し
て
去
る
こ
と
と
な
る
。

本
文
中
、「
託
」
は
見
え
ず
、「
憑
」
の
み
が
使
わ
れ
て
お
り
、
解
釈

は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。「
張
禹
」
の
幽
霊
は
自
力
に
限
界
が
あ
り
人
間

に
頼
る
必
要
が
あ
る
の
に
対
し
、「
戴
文
謀
」
の
天
帝
の
使
者
は
、
人
間

の
力
に
頼
る
必
要
の
な
い
強
大
な
存
在
で
あ
る
点
に
着
目
す
れ
ば
よ
い
。

天
帝
の
使
者
が
、
主
人
公
に
憑
依
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
彼
に
利
益
を

も
た
ら
す
つ
も
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
の
力
を
借
り
よ
う
と
し
た

可
能
性
は
、
文
脈
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。
つ
ま
り
、「
憑
」
と
い
う
文

字
は
、「
頼
る
」
と
い
う
語
義
か
ら
の
派
生
と
は
言
え
、
こ
こ
で
は
純
粋

に
「
と
り
憑
く
」
に
相
当
す
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
同
じ
く
神
霊
が
人
間
と
交
渉
す
る
場
面
を
有
す
る
、『
太
平
廣

記
』
巻
三
四
六
・
鬼
三
一
「
銭
方
義
」
と
比
較
す
る
。
霊
界
で
の
立
身

出
世
を
熱
望
す
る
厠
の
神
は
、
人
間
の
男
に
協
力
を
依
頼
す
る
。
以
下

は
、
男
に
助
力
を
懇
願
す
る
鬼
の
言
葉
で
あ
る
。

［
原
文
］

登
非
害
人
。
出
亦
有
限
。
人
之
見
者
。
正
気
不
勝
。
自
致
夭
横
。

非
登
殺
之
。
然
有
心
曲
。
欲
以
託
人
。
以
此
此
原
作
死
。
據
明
鈔
本
改

久
不
敢
出
。
惟
貴
人
福
禄
無
疆
。
正
気
充
溢
。
見
亦
無
患
。
故
敢

出
相
求
耳
。

［
訓
読
文
］

登と
う

は
人
を
害
せ
ず
。
出
づ
る
に
亦
限
り
有
り
。
人
の
見
る
者
は
、

正
気
勝
ら
ず
、
自
ら
夭え

う

横わ
う

を
致
す
。
登
の
之
を
殺
す
に
非
ず
。
然

れ
ど
も
、
心
曲
有
り
。
以
て
人
に
託
さ
ん
と
欲
す
。
此
を
以
て
久

し
く
敢
て
出
で
ず
。
惟
貴
人
の
福
禄
無む

彊き
や
うな

り
。
正
気
充
溢
す
。

見
ゆ
る
も
亦
患う

れ
ひ無

し
。
故
に
敢
て
出
で
て
相
求
む
る
の
み
。

神
霊
が
人
間
の
力
を
頼
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
張
禹
」
と
同
趣
の
物

語
で
あ
る
。
し
か
し
、「
張
禹
」
に
「
憑
」「
託
」
の
両
方
が
使
用
さ
れ

て
い
た
の
に
対
し
、「
銭
方
義
」
に
は
傍
線
部
の
「
託
」
の
み
確
認
で
き

る
。
こ
の
託
を
「
頼
る
」
と
解
釈
す
る
か
「
と
り
憑
く
」
と
解
釈
す
る
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か
は
、
厠
の
神
の
依
頼
内
容
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
厠
の
神
は
、

主
人
公
の
男
に
、
自
分
の
代
わ
り
に
写
経
し
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
す
る

の
で
あ
り
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
出
世
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。「
託
」

に
憑
依
の
意
味
は
な
く
、「
頼
る
」
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
。

改
め
て
、「
張
禹
」
に
お
け
る
「
託
」
と
「
憑
」
の
併
用
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。
幽
霊
が
張
禹
に
助
力
を
嘆
願
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
祈

祷
を
口
実
に
承
貴
に
接
近
す
る
こ
と
を
依
頼
す
る
以
前
に
、
ま
ず
、
憑

依
す
る
こ
と
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
憑
依
す
る
と

は
言
っ
て
も
、
強
制
で
は
な
く
相
手
の
承
諾
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、「
頼
る
」
と
い
う
側
面
も
併
せ
持
つ
こ
と
を
踏
ま
え
る
。
つ
ま

り
、「
憑
」
と
「
託
」
は
、
一
方
が
「
と
り
憑
く
」
の
意
味
で
、
他
方
が

「
頼
る
」
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
、
天
帝
の
使

者
が
「
憑
依
」
し
よ
う
と
し
た
「
戴
文
謀
」
で
は
「
憑
」
の
み
が
使
用

さ
れ
、
厠
の
神
が
人
間
を
「
頼
っ
」
た
「
銭
方
義
」
で
は
「
託
」
の
み

が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
託
」
を
「
頼
る
」
の

意
味
で
解
釈
し
、「
憑
」
を
「
と
り
憑
く
」
の
意
味
で
解
釈
す
る
の
が
妥

当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
傍
線
①
の
訳
は
「
け
れ
ど
も
、

死
者
は
力
が
弱
く
と
り
憑
く
器
が
必
要
で
す
。」
と
な
り
、
傍
線
②
の
訳

は
「
あ
な
た
を
頼
っ
て
、
助
け
を
得
て
こ
の
志
を
遂
げ
よ
う
と
思
い
ま

す
」
と
な
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
本
来
は
、
ほ
ぼ
同
義
と
し
て
使
用
さ
れ
る
「
託
」

と
「
憑
」
と
で
は
、「
憑
」
の
方
が
よ
り
明
確
に
憑
依
の
意
味
を
派
生
し

得
る
蓋
然
性
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。

漢
籍
は
膨
大
で
あ
る
た
め
、「
託
」
を
明
確
な
憑
依
の
意
味
で
用
い
る

例
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
の
、
存
在
す
る
と
し
て
も
、「
憑
」

に
比
べ
れ
ば
圧
倒
的
に
少
数
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
霊
異
記
』
で
は
「
託
」
十
三
例
は
全
て
憑
依
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
憑
」
の
表
記
も
十
例
確
認
で
き
る
の
だ
が
、

「
頼
る
」「
委
ね
る
」「
拠
り
所
と
す
る
」
な
ど
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ

て
お
り
、「
憑
依
」
の
意
味
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
漢
籍
と
『
霊
異

記
』
と
で
は
、「
託
」
と
「
憑
」
の
用
法
が
逆
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
上
代
に
お
け
る
「
託
」
の
用
例

漢
籍
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、『
霊
異
記
』
の
「
託
」
の
用
法
が
、
本
来

の
語
義
と
は
異
な
る
こ
と
が
顕
著
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、

『
霊
異
記
』
以
前
の
上
代
文
学
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か

（
注
７
）。

具
体
的
な
用
例
を
確
認
す
る
と
、『
霊
異
記
』
を
遡
る
上
代
の
文
献
で

は
、『
古
事
記
』
に
「
託
」
の
用
例
は
無
く
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
二

例
、『
播
磨
国
風
土
記
』
に
一
例
、『
日
本
書
紀
』
に
は
十
六
例
、『
万
葉

集
』
に
は
四
例
、『
霊
異
記
』
と
同
時
代
の
『
続
日
本
紀
』
に
は
十
四
例

確
認
で
き
る
。
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（
１
）『
日
本
書
紀
』

『
日
本
書
紀
』
の
「
託
」
は
、
一
例
が
桓
武
天
皇
皇
女
の
名
「
託
基
皇

女
」
に
使
用
さ
れ
る
例
な
の
で
、
考
察
の
対
象
と
な
る
の
は
十
五
例
で

あ
る
。

森
博
達
氏

（
注
８
）は

、『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
と
訓
注
の
万
葉
仮
名
を
音
韻
分

析
に
よ
っ
て
精
査
し
、
漢
字
音
の
相
違
に
よ
っ
て
二
群
に
分
類
さ
れ
た
。

複
数
の
字
音
体
系
に
基
づ
く
仮
名
が
混
在
し
、
倭
音
（
漢
字
の
日
本
音
）

に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
巻
々
が
β
群
、
単
一
の
字
音
体
系
（
唐
代

北
方
音
）
に
基
づ
き
、
原
音
（
漢
字
の
中
国
音
）
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ

て
い
る
巻
々
が
α
群
で
あ
る
。
ま
た
、
音
韻
の
み
な
ら
ず
、
語
彙
・
語

法
・
文
体
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
大
量
の
倭
習
が
β
群
に
偏
在
し
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
、
α
群
に
は
日
本
語
を
母
語
と
す

る
者
な
ら
犯
す
は
ず
の
な
い
誤
り
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
つ
ま

り
、
α
群
の
基
本
的
な
著
述
は
渡
来
唐
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
β
群
の

著
述
は
日
本
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
書
紀

区
分
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

α
群
：
巻
一
四
～
二
一
・
二
四
～
二
七

β
群
：
巻
一
～
一
三
・
二
二
～
二
三
・
二
八
～
二
九

そ
こ
で
、「
託
」
の
用
例
を
そ
の
区
分
に
従
っ
て
ふ
り
分
け
て
み
る
と
、

「
頼
る
」「
か
こ
つ
け
る
（
口
実
に
す
る
）」
な
ど
と
解
釈
す
べ
き
用
例
は

α
群
に
、「
と
り
憑
く
」
と
解
釈
す
べ
き
用
例
は
β
群
に
偏
在
す
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。

	

①
β
群
の
「
託
」
の
用
例

「
託
」
十
五
例
の
内
、
十
例
が
β
群
に
属
す
る
。
以
下
は
、
巻
五
・
崇

神
天
皇
六
年
の
記
事
で
あ
る
。

［
原
文
］

故
以
天
照
大
神
託
豊
鍬
入
姫
命
、
祭
於
倭
笠
縫
邑
、
仍
立
磯
堅
城

神
籬
。
神
籬
、
此
云
此
莽
呂
岐
。
亦
以
日
本
大
国
魂
神
託
渟
名
城
入
姫

命
令
祭
。
然
渟
名
城
入
姫
髮
落
体
痩
而
不
能
祭
。

［
訓
読
文
］

故か
れ

、
天
照
大
神
を
以
ち
て
豊

と
よ
す
き
い
り
び
め
の
み
こ
と

鍬
入
姫
命
に
託つ

け
、
倭
の
笠か

さ
ぬ
ひ
の
む
ら

縫
邑
に

祭
り
、
仍よ

り
て
磯し

堅か
た

城き

の
神ひ

も

籬ろ
き

を
立
つ
。
神
籬
、
此
に
は
比ひ

莽も

呂ろ

岐き

と

云
ふ
。
亦
日や

ま
と
の本

大お
ほ

国く
に

魂た
ま
の
か
み神

を
以
ち
て
渟ぬ

名な

城き
の

入い
り

姫び
め
の
み
こ
と命

に
託
け
祭

ら
し
む
。
然し

か

る
に
渟
名
城
入
姫
、
髪
落
ち
体
痩
せ
て
祭
る
こ
と
能

は
ず
。

天
照
大
神
と
日
本
大
国
魂
神
を
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
皇
女
に
「
託
」
し

て
祭
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
「
託
」
は
、
漢
籍
の
よ
う
に
「
委
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ね
る
」
の
意
味
で
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
他
動
詞
と
し

て
「
と
り
憑
か
せ
る
」
の
意
味
で
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
委
ね
る
」

の
意
味
で
あ
れ
ば
、「
神
々
の
祭
祀
を
皇
女
た
ち
に
委
ね
る
」
の
よ
う
な

訳
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
次
に
掲
げ
る
巻
六
・
垂
仁
天
皇
二
五
年

三
月
の
記
事
が
、「
委
ね
る
」
で
は
な
く
「
と
り
憑
か
せ
る
」
で
解
釈
す

る
こ
と
の
妥
当
性
を
示
し
て
い
る
。

［
原
文
］

三
月
丁
亥
朔
丙
申
、
離
天
照
大
神
於
豊
耜
入
姫
命
、
託
于
倭
姫
命
。

［
訓
読
文
］

三
月
の
丁て

い

亥が
い

の
朔

つ
き
た
ちに

し
て
丙へ

い

申し
ん

に
、
天
照
大
神
を
豊
耜
入
姫
命
よ

り
離は

な

ち
ま
つ
り
、
倭

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

姫
命
に
託
け
た
ま
ふ
。

天
照
大
神
を
、
そ
れ
ま
で
「
託
」
し
て
い
た
豊
耜
入
姫
命
か
ら
離
し
て
、

倭
姫
命
に
「
託
」
す
る
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、

そ
れ
ま
で
天
照
大
神
を
祭
る
大
役
を
任
さ
れ
て
い
た
豊
耜
入
姫
命
の
任

を
解
く
に
あ
た
り
、「
離
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。「
ハ
ナ
ツ
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
後
の
「
ツ
ク
」
に
対
応
し
て
い

る
。
豊
耜
入
姫
命
に
「
ツ
ケ
」
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
今
度
は
「
ハ
ナ
」

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
託
」
と
「
離
」
の
関
係
を
重
視
す

る
な
ら
ば
、「
託
」
は
「
ツ
ク
」
と
読
む
蓋
然
性
が
高
ま
り
、
執
筆
者

が
、
皇
女
た
ち
の
祭
祀
を
憑
依
と
の
連
想
で
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
関
連
記
事
で
あ
る
先
掲
の
巻
五
・
崇
神

天
皇
六
年
の
用
例
も
「
と
り
憑
か
せ
る
」
の
意
味
で
解
釈
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

次
に
、
巻
五
・
崇
神
天
皇
六
〇
年
七
月
の
記
事
を
掲
げ
る
。

［
原
文
］

時
丹
波
氷
上
人
、
名
氷
香
戸
辺
啓
于
皇
太
子
活
目
尊
曰
、
己
子
有

小
兒
、
而
自
然
言
之
、
玉
菨
鎮
石
。
出
雲
人
祭
、
真
種
之
甘
美
鏡
。

押
羽
振
、
甘
美
御
神
、
底
宝
御
宝
主
。
山
河
之
水
泳
御
魂
、
靜
挂

甘
美
御
神
、
底
宝
御
宝
主
也
。
菨
、
此

云
毛
。
是
非
似
小
児
之
言
。
若
有
託

言
乎
。

［
訓
読
文
］

時
に
丹た

に
は波

の
氷ひ

上か
み

の
人
、
名
は
氷ひ

香か

戸と

辺べ

、
皇ひ

つ
ぎ
の
み
こ

太
子
活
目

い
く
め
の

尊み
こ
とに

啓ま
を

し
て
曰ま

を

さ
く
、「
己お

の

が
子こ

に
小わ

ら
は児

有は
べ

り
て
、
自お

の
づ
か
ら然

に
言ま

を

さ
く
、『
玉た

ま

菨も

鎮し
づ

石く

。
出い

づ
も雲

人ひ
と

の
祭ま

つ
る
、
真ま

種た
ね

の
甘う

ま
し美

鏡か
が
み。

押お

し
羽は

振ふ

る
、
甘う

ま
し美

御み

神か
み

、
底そ

こ
た
か
ら宝

御み

宝た
か
ら
ぬ
し主

。
山や

ま

河が
は

の
水み

な

泳く
く

る
御み

魂た
ま

、
靜し

づ

挂か

か
る
甘う

ま
し美

御み

神か
み

、
底そ

こ
た
か
ら宝

御み

宝た
か
ら
ぬ
し主

。
菨
、
此こ

こ

に
は
毛も

と
云い

ふ
。』
と
ま
を
す
。
是こ

れ

、
小わ

ら
は兒

の
言こ

と

に
似の

ら
ず
。
若け

だ

し
託つ

き

言ご
と

に
有あ

ら
む
か
」
と
ま
を
す
。

氷
香
戸
辺
は
、
子
の
不
気
味
な
発
言
を
い
ぶ
か
り
、
神
霊
が
と
り
憑
い
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た
上
で
の
発
言
、
即
ち
「
託
言
」
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
皇
太
子
に
報

告
す
る
。「
託
言
」
は
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
影
響
を
与
え
た
中
国

の
史
書
類
に
も
散
見
さ
れ
る
熟
語
で
あ
る
が
、
も
っ
ぱ
ら
「
口
実
」
の

意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
崇
神
紀
と
は
用
法
が
異
な
る
。

巻
八
・
仲
哀
天
皇
八
年
九
月
の
記
事
に
は
、
神
が
神
功
皇
后
に
憑
依

し
て
、
仲
哀
天
皇
に
新
羅
征
討
を
促
す
場
面
が
あ
る
。

［
原
文
］

秋
九
月
乙
亥
朔
己
卯
、
詔
群
臣
以
議
討
熊
襲
。
時
有
神
託
皇
后
而

誨
曰
、
天
皇
何
憂
熊
襲
之
不
服
。（
中
略
）
時
神
亦
託
皇
后
曰
、
如

天
津
水
影
押
伏
而
我
所
見
国
、
何
謂
無
国
、
以
誹
謗
我
言
。

［
訓
読
文
］

秋
九
月
の
乙い

つ

亥が
い

の
朔

つ
き
た
ちに

し
て
己き

卯ば
う

に
、
群

ま
へ
つ
き
み
た
ち

臣
に
詔

み
こ
と
の
りし

て
、
熊く

ま

襲そ

を
討う

た
む
こ
と
を
議は

か

ら
し
め
た
ま
ふ
。
時
に
神か

み

有ま

し
て
、
皇き

さ
き后

に
託か

か
り
て
誨を

し
へ
ま
つ
り
て
曰の

た
まは

く
、「
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
、
何な

に

ぞ
熊
襲
の
服ま

つ
ろは

ざ

る
こ
と
を
憂う

れ

へ
た
ま
ふ
。（
中
略
）
時
に
神
、
亦ま

た

皇き
さ
き后

に
託か

か

り
て
曰

の
た
ま

は
く
、「
天あ

ま

つ
水み

づ

影か
げ

如な

す
押お

し
伏ふ

せ
て
我
が
見み

る
国
を
、
何な

に

ぞ
国
無

し
と
謂の

た
まひ

て
、
我
が
言こ

と

を
誹そ

謗し

り
た
ま
ふ
。

こ
れ
と
同
じ
内
容
の
記
事
が
、
巻
九
・
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
に
も
見
え
、

新
羅
征
討
に
ま
つ
わ
る
伝
説
の
記
録
が
複
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
仲
哀
紀
で
は
、
皇
后
に
だ
け
憑
依
し
て
い
た

神
が
、
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
で
は
、
臣
下
で
あ
る
沙
麼
県
主
に
も
憑
依

す
る
な
ど
、
若
干
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。

［
原
文
］

一
云
、
足
仲
彦
天
皇
居
筑
紫
橿
日
宮
。
是
有
神
、
託
沙
麼
県
主
祖

内
避
高
国
避
高
松
屋
種
、
以
誨
天
皇
曰
、（
中
略
）
便
復
曰
、
琴
将

来
以
進
于
皇
后
。
則
隨
神
言
、
而
皇
后
撫
琴
。
於
是
神
託
皇
后
以

誨
之
曰
、

［
訓
読
文
］

一あ
る

に
云い

は
く
、
足

た
ら
し
な
か
つ
ひ
こ
の
す
め
ら
み
こ
と

仲
彦
天
皇
、
筑
紫
の
橿か

し

日ひ
の

宮み
や

に
居ま

し
ま
す
。

是こ
こ

に
神か

み

有ま

し
て
、
沙さ

麼ば
の

県あ
が
た
ぬ
し主

が
祖お

や

内う
ち

避ひ

高こ

国く
に

避ひ

高こ

松ま
つ

屋や

種た
ね

に
託か

か

り

て
、
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
に
誨を

し

へ
て
曰の

た
まは

く
、（
中
略
）
便す

な
はち

復ま
た

曰
は
く
、「
琴こ

と

将も

ち

来き

て
、
皇
后
に
進

た
て
ま
つれ

」
と
の
た
ま
ふ
。
則す

な
はち

神
か
み
の

言み
こ
とに

隨し
た
がひ

て
、
皇

后
、
琴
撫ひ

き
た
ま
ふ
。
是こ

こ

に
神
、
皇
后
に
託か

か

り
て
誨を

し

へ
て
曰
は
く
、

	

次
の
、
巻
十
二
・
履
中
天
皇
五
年
九
月
の
記
事
は
、
伊
奘
諾
神
が
巫

覡
に
憑
依
し
て
、「
血
の
臭
い
が
臭
く
て
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
告
げ
る
場

面
で
あ
る
。
不
興
の
原
因
は
入
墨
に
よ
る
血
の
臭
い
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
、
以
後
、
飼
部
の
入
墨
の
習
慣
が
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
。
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［
原
文
］

時
居
嶋
伊
奘
諾
神
、
託
祝
曰
、
不
堪
血
臭
矣
。
因
以
卜
之
。
兆
云
、

悪
飼
部
等
黥
之
氣
。
故
自
是
後
、
頓
絶
以
不
黥
飼
部
而
止
之
。

［
訓
読
文
］

時と
き

に
島し

ま

に
居ま

し
ま
す
伊い

奘ざ
な
き
の諾

神か
み

、
祝は

ふ
りに

託か
か

り
て
曰の

た
まは

く
、「
血ち

の

臭く
さ

き
に
堪た

へ
ず
」
と
の
た
ま
ふ
。
因よ

り
て
卜う

ら
なふ

。
兆

う
ら
か
たに

云い

は
く
、

「
飼う

ま
か
ひ
べ

部
等ら

が
黥

め
さ
き
の
き
ずの

気か

を
悪に

く

む
」
と
い
ふ
。
故か

れ

、
是こ

れ

よ
り
後の

ち

、
頓ひ

た

絶ふ
る

に
飼
部
を
黥
せ
ず
し
て
止
む
。

	

以
上
、
β
群
の
「
託
」
十
例
中
九
例
は
、
い
ず
れ
も
祭
祀
に
関
わ
る

用
例
で
あ
り
、「
と
り
憑
く
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
β
群
に
お
け
る
唯
一
の
例
外
で
あ
る
、
巻
九
・
神
功
皇
后

摂
政
六
二
年
の
記
事
を
掲
げ
る
。

［
原
文
］

一
云
、
沙
至
比
跪
知
天
皇
怒
、
不
敢
公
還
。
乃
自
竄
伏
。
其
妹
有

幸
於
皇
宮
者
。
比
跪
密
遣
使
人
、
問
天
皇
怒
解
不
。
妹
乃
託
夢
言
、

今
夜
夢
見
沙
至
比
跪
。
天
皇
大
怒
云
、
比
跪
何
敢
来
。
妹
以
皇
言

報
之
。
比
跪
知
不
免
、
入
石
穴
而
死
也
。

［
訓
読
文
］

一あ
る

に
云い

は
く
、
沙さ

至ち

比ひ

跪く

、
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
の
怒

み
い
か
りを

知し

り
、
敢あ

へ
て
公あ

ら
はに

還か
へ

ら
ず
。
乃す

な
はち

自み
ず
から

竄か

伏く

る
。
其
の
妹い

も

、
皇み

か
ど宮

に
幸

つ
か
へ
ま
つる

こ
と
有あ

り
。

比ひ

跪く

、
密ひ

そ
かに

使つ
か
ひ人

を
遣ま

だ

し
て
、
天
皇
の
怒

み
い
か
り

解と

く
る
や
不い

な

や
を
問と

は

し
む
。
妹
乃
ち
夢い

め

に
託つ

け
て
言ま

を

さ
く
、「
今き

夜ぞ

の
夢い

め

に
沙さ

至ち

比ひ

跪く

を

見み

た
り
」
と
ま
を
す
。
天
皇
大お

ほ

き
に
怒い

か

り
て
云の

た
まは

く
、「
比ひ

跪く

、
何な

に

ぞ
敢あ

へ
て
来ま

ゐ
きた

れ
る
」
と
の
た
ま
ふ
。
妹
、
皇お

ほ
み
こ
と言

を
以も

ち
て

報

か
へ
り
こ
と

す
。
比ひ

跪く

、
免ま

ぬ
かる

ま
し
じ
き
を
知し

り
て
、
石い

し

穴あ
な

に
入い

り
て
死し

ぬ
と

い
ふ
。

帰
国
を
希
望
す
る
沙
至
比
跪
は
、
妹
に
、
天
皇
の
怒
り
が
解
け
た
こ
と

を
確
認
す
る
よ
う
依
頼
す
る
。
妹
は
、
夢
に
見
た
と
い
う
「
口
実
」
を

作
っ
て
兄
の
話
を
す
る
。
天
皇
は
沙
至
比
跪
の
名
を
聞
く
や
大
い
に
怒

り
、
絶
望
し
た
沙
至
比
跪
は
死
ぬ
。
β
群
に
お
い
て
、
唯
一
憑
依
と
は

何
ら
関
係
の
な
い
用
例
で
あ
り
、
漢
籍
に
散
見
さ
れ
る
「
か
こ
つ
け
る

（
口
実
に
す
る
）」
の
意
味
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
記
事
の
冒
頭
が
、
別
資
料
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と

を
示
す
「
一
に
云
は
く
…
」
で
始
ま
っ
て
い
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
直
前
に
は
「
百
済
記
に
云
は
く
」
で
始
ま
る
記
事
が

あ
り
、
そ
の
内
容
は
「
沙
至
比
跪
は
、
新
羅
討
伐
の
命
を
受
け
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
羅
か
ら
美
女
を
あ
て
が
わ
れ
て
丸
め
込
ま
れ
、

逆
に
加
羅
国
を
討
伐
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
一
に
云
く
」
の
記

事
は
直
後
に
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
『
百
済
記
』
の
中
の
一
節
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で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、『
百
済
記
』
は
和
書
で
は
な
い

の
で
、
β
群
に
お
け
る
唯
一
の
例
外
で
あ
る
こ
と
の
説
明
が
つ
く
。
仮

に
『
百
済
記
』
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、「
託
」
を
憑
依
の
意
味
で
用

い
る
こ
と
が
、
日
本
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
本

稿
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、β
群
に
「
か
こ
つ
け
る
（
口
実
に
す
る
）」
の

用
法
が
一
例
あ
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
。

	

②
α
群
の
用
例

「
託
」
十
五
例
中
五
例
が
、
主
に
渡
来
唐
人
が
担
当
し
た
と
さ
れ
る
α

群
の
巻
々
に
見
ら
れ
る
。
以
下
に
掲
げ
る
巻
十
四
・
雄
略
天
皇
七
年
の

記
事
に
は
、
風
待
ち
を
「
口
実
」
に
し
て
、
幾
月
も
船
を
出
さ
ず
に
港

に
滞
留
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

［
原
文
］

集
聚
百
済
所
貢
今
来
才
伎
於
大
嶋
中
、
託
称
候
風
、
淹
留
数
月
。

［
訓
読
文
］

百
済
の
貢

た
て
ま
つれ

る
今い

ま

来き

の
才て

ひ
と伎

を
大お

ほ

島し
ま

の
中う

ち

に
集つ

聚ど

へ
、
候か

ぜ
さ
も
ら風

ふ
と

称い

ふ
に
託つ

け
て
、
淹と

留ど
ま

れ
る
こ
と
月つ

き

を
数か

ぞ

ふ
。

次
の
巻
十
九
・
欽
明
天
皇
二
年
四
月
の
記
事
で
は
、
小
国
で
あ
る
南
加

羅
は
、「
頼
る
」
こ
と
の
で
き
る
大
国
が
な
か
っ
た
た
め
に
滅
ぼ
さ
れ
た

と
い
う
文
脈
で
、「
託
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

［
原
文
］

其
南
加
羅
蕞
爾
狹
小
、
不
能
卒
備
、
不
知
所
託
。
由
是
見
亡
。

［
訓
読
文
］

其そ

の
南あ

り
ひ
し
の
か
ら

加
羅
は
、
蕞さ

い

爾じ

狹け
ふ

小せ
う

に
し
て
、
卒に

は
かに

備そ
な

ふ
る
こ
と
能あ

た

は
ず
し

て
、
託つ

く
所
を
知し

ら
ず
あ
り
き
。
是こ

れ

に
由よ

り
て
亡ほ

ろ
ぼさ

れ
た
る
な
り
。

次
の
巻
二
十
五
・
孝
徳
天
皇
文
化
二
年
三
月
の
記
事
は
、
奴
婢
が
困
窮

し
た
主
人
を
欺
き
、
権
威
の
あ
る
家
を
「
頼
っ
」
て
、
生
活
の
糧
を
求

め
る
こ
と
を
批
判
す
る
内
容
で
あ
る
。

［
原
文
］

復
有
奴
婢
、
欺
主
貧
困
、
自
託
勢
家
求
活
。
勢
家
仍
強
留
買
、
不

送
本
主
者
多
。

［
訓
読
文
］

復ま
た

奴
や
つ
こ
め

婢や
つ
こ

有あ

り
て
、
主あ

る
じの

貧
ま
づ
し
く

困た
し
なめ

る
を
欺あ

ざ
むき

て
、
自み

づ
から

勢
い
き
ほ
ひ
あ
る
い
へ家

に
託つ

き
て
活

わ
た
ら
ひを

求も
と

む
。
勢
家
、
仍よ

り
て
強

あ
な
が
ちに

留と
ど

め
買か

ひ
て
、
本

も
と
の

主
あ
る
じ

に
送お

く

ら
ざ
る
者
多
し
。

以
上
の
三
例
は
、
ど
れ
も
漢
籍
に
散
見
す
る
用
例
と
同
じ
用
法
で
あ
る
。
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最
後
に
、
巻
十
九
・
欽
明
天
皇
十
六
年
二
月
と
、
巻
二
十
四
・
皇
極

天
皇
三
年
七
月
の
記
事
を
同
時
に
掲
げ
る
。
い
ず
れ
も
祭
祀
に
関
連
し

て
お
り
、「
～
に
か
こ
つ
け
る
（
口
実
に
す
る
）」
の
意
味
で
使
わ
れ
て

い
る
。［

原
文
］

蘇
我
卿
曰
、
昔
在
天
皇
大
泊
瀬
之
世
、
汝
国
為
高
麗
所
逼
、
危
甚

累
卵
。
於
是
天
皇
命
神
祇
伯
、
敬
受
策
於
神
祇
。
祝
者
廼
託
神
語

報
曰
、
屈
請
建
邦
之
神
、
往
救
将
亡
之
主
、
必
当
国
家
謐
靖
、
人

物
乂
安
。
由
是
請
神
往
救
。
所
以
社
稷
安
寧
。
原
夫
建
邦
神
者
、

天
地
割
判
之
代
、
草
木
言
語
之
時
、
自
天
降
来
、
造
立
国
家
之
神

也
。
頃
聞
、
汝
国
輟
而
不
祀
。
方
今
悛
悔
前
過
、
修
理
神
宮
、
奉

祭
神
霊
、
国
可
昌
盛
。
汝
当
莫
忘
。

［
訓
読
文
］

蘇そ

我が
の

卿
ま
へ
つ
き
みの

曰い
は

く
、「
昔む

か
し在

、
天

す
め
ら
み
こ
と皇

大お
ほ

泊は
つ

瀬せ

の
世み

よ

に
、
汝い

ま
しが

国く
に

、

高こ

麗ま

の
為た

め

に
逼せ

め
ら
れ
て
、
危あ

や
ふき

こ
と
累る

い

卵ら
ん

よ
り
も
甚

は
な
は
だし

。
是こ

こ

に

天す
め
ら
み
こ
と

皇
、
神か

む

祇
つ
か
さ
の

伯か
み

に
命

み
こ
と
の
りし

て
、
敬う

や
まひ

て
策

は
か
り
こ
とを

神
あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み

祇
に
受う

け
し
め
た
ま
ふ
。
祝は

ふ
り者

、
廼す

な
はち

神か
む

語ご
と

に
託つ

け
て
報ま

を

し
て
曰ま

を

さ
く
、

『
邦く

に

を
建た

て
し
神か

み

を
屈く

つ

請せ
い

し
て
、
往ゆ

き
て
亡ほ

ろ

び
な
む
と
す
る
主ぬ

し

を
救す

く

は
ば
、
必か

な
らず

国く

家に

謐ひ
つ

靖せ
い

に
、
人た

物み

乂が
い

安あ
ん

な
ら
む
』
と
ま
を
す
。
是こ

れ

に
由よ

り
て
、
神
を
請こ

ひ
て
往
き
て
救
は
し
め
た
ま
ふ
。
所こ

の

以ゆ
ゑ

に
、

社く

稷に

安や
す

寧ら
か

な
り
き
。
原

た
づ
ね
みれ

ば
夫そ

れ
、
邦く

に

を
建た

て
し
神か

み

と
は
、
天あ

め

地つ
ち

割ひ
ら

け
判わ

か

れ
し
代よ

、
草く

さ

木き

言も
の
が
た
り語

せ
し
時と

き

に
、
自あ

天ま

降く

来だ

り
ま
し
て
、

国く

家に

を
造つ

く

り
立た

て
し
神か

み

な
り
。
頃

こ
の
こ
ろ

聞き

け
ら
く
、『
汝い

ま
しが

国
、
輟す

て

て
祀ま

つ

ら
ず
』
と
き
け
り
。
方い

今ま

し
、
前さ

き

の
過

あ
や
ま
ちを

悛あ
ら
ため

悔く

い
て
、
神か

む

宮み
や

を
修

つ
く
ろ
ひ

理を
さ

め
て
、
神

か
み
の
み
た
ま

霊
を
祭ま

つ

り
奉

た
て
ま
つら

ば
、
国く

に

昌さ

盛か

え
ぬ
べ
し
。

［
原
文
］

秋
七
月
、
東
国
不
尽
河
辺
人
大
生
部
多
、
勧
祭
虫
於
村
里
之
人
曰
、

此
者
常
世
神
也
。
祭
此
神
者
、
致
富
与
寿
。
巫
覡
等
遂
詐
託
於
神

語
曰
、
祭
常
世
神
者
、
貧
人
致
富
、
老
人
還
少
。
由
是
加
勧
捨
民

家
財
宝
、
陳
酒
陳
菜
・
六
畜
於
路
側
、
而
使
呼
曰
、
新
富
入
来
。

都
鄙
之
人
取
常
世
虫
置
於
清
座
、
歌
儛
求
福
棄
捨
珍
財
。
都
無
所

益
、
損
費
極
甚
。
於
是
葛
野
秦
造
河
勝
、
悪
民
所
惑
、
打
大
生
部

多
。
其
巫
覡
等
恐
休
勧
祭
。

［
訓
読
文
］

秋
七
月
に
、
東

あ
づ
ま
の

国く
に

の
不ふ

尽じ
の

河か
は

の
辺ほ

と
りの

人ひ
と

大お
ほ

生ふ
べ

部の

多お
ほ

、
虫む

し

を
祭ま

つ

る

こ
と
を
村む

ら

里ざ
と

の
人ひ

と

に
勧す

す

め
て
曰
く
、「
此こ

れ

は
常と

こ

世よ

の
神か

み

な
り
。
此こ

の

神
を
祭ま

つ

ら
ば
、
富と

み

と
寿い

の
ちと

を
致い

た

す
」
と
い
ふ
。
巫か

む

覡な
ぎ

等ら

、
遂つ

ひ

に
詐

あ
ざ
む

き
て
神か

む

語ご
と

に
託の

せ
て
曰
く
、「
常
世
の
神
を
祭
ら
ば
、
貧ま

づ

し
き
人
は

富
を
致
し
、
老お

い
た
る
人
は
還か

へ

り
て
少わ

か

ゆ
」
と
い
ふ
。
是こ

れ

に
由よ

り

て
、
加

ま
す
ま
す

勧す
す

め
て
、
民た

み

の
家い

へ

の
財た

か
ら宝

を
捨す

て
し
め
、
酒さ

け

を
陳つ

ら

ね
、
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菜な

・
六

む
く
さ
の
け
も
の

畜
を
路

み
ち
の

側ほ
と
りに

陳つ
ら

ね
て
、
呼よ

ば

は
し
め
て
曰い

は

く
、「
新に

ひ

し
き

富と
み

入き

来た

れ
り
」
と
い
ふ
。
都

み
や
こ

鄙ひ
な

の
人ひ

と

、
常と

こ

世よ

の
虫む

し

を
取と

り
清し

き

座ゐ

に

置お

き
て
、
歌う

た

ひ
儛ま

ひ
福

さ
き
は
ひを

求も
と

め
て
珍た

か

財ら

を
棄す捨
つ
。
都か

つ

て
益ま

す
所

と
こ
ろ

無な

く
、
損お

と

り
費つ

ひ

ゆ
る
こ
と
極き

は

め
て
甚

は
な
は
だし

。
是こ

こ

に
、
葛か

づ

野の

の
秦

は
だ
の
み
や
つ
こ造

河か
は

勝か
つ

、
民た

み

の
惑ま

ど

は
さ
る
る
を
悪に

く

み
て
、
大お

ほ

生ふ

部べ
の

多お
ほ

を
打う

つ
。
其そ

の

巫か
む

覡な
ぎ

等ら

、
恐お

そ

り
て
勧す

す

め
祭ま

つ

る
こ
と
を
休や

む
。

	

前
者
は
、
蘇
我
稲
目
が
百
済
王
子
恵
に
対
し
、「
巫
祝
が
、
神
の
言
葉

に
か
こ
つ
け
て
、『
建
国
の
神
を
祭
れ
』
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
う

よ
う
に
。」
と
弁
じ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
稲
目
は
託
宣
に
従
う
よ

う
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
託
」
を
「
と
り
憑
く
」
の
意
味

で
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
β
群
に
お
い
て
「
と

り
憑
く
」
と
解
釈
し
た
用
例
と
は
異
な
り
、
補
語
が
「
神
語
」
と
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
神
の
言
葉
に
と
り
憑
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、

こ
こ
で
は
、「
神
の
言
葉
に
か
こ
つ
け
て
（
口
実
に
し
て
）」
と
訳
す
る

こ
と
に
な
る
。

後
者
も
類
似
す
る
表
現
を
用
い
、
巫
祝
が
神
の
言
葉
に
か
こ
つ
け
て

常
世
の
神
を
祭
る
よ
う
要
求
し
、
人
民
を
た
ぶ
ら
か
す
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
前
者
の
「
託
」
の
用
法
に
は
問
題
が
あ
る
。「
託
」
を
「
か

こ
つ
け
る
（
口
実
に
す
る
）」
の
意
味
で
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
後
者
の

よ
う
に
、
巫
祝
に
よ
る
託
宣
を
虚
言
と
み
な
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば

不
自
然
で
あ
る
が
、
稲
目
は
託
宣
の
内
容
を
積
極
的
に
支
持
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
掲
げ
る
『
後
漢
書
』
巻
四
十
一
・
列
伝
第
三
十

一
に
は
、
後
者
と
同
様
の
例
が
見
え
る

（
注
９
）。

［
原
文
］

会
稽
俗
多
淫
祀
、
好
卜
筮
。
民
常
以
牛
祭
神
、
百
姓
財
産
以
之
困

匱
、
其
自
食
牛
肉
而
不
以
薦
祠
者
、
発
病
且
死
先
為
牛
鳴
、
前
後

郡
将
莫
敢
禁
。
倫
到
官
、
移
書
属
県
、
暁
告
百
姓
。
其
巫
祝
有
依

託
鬼
神
詐
怖
愚
民
、
皆
案
論
之
。
有
妄
屠
牛
者
、
吏
輒
行
罰
。

［
訓
読
文
］

会
稽
の
俗
淫
祀
多
く
、
卜
筮
を
好
む
。
民
常
に
牛
を
以
て
神
を
祭

り
、
百
姓
の
財
産
之
を
以
て
困
匱
す
。
其
の
自
ら
牛
肉
を
食
ひ
て

以
て
薦
祠
せ
ざ
る
者
は
、
病
を
発
し
て
且ま

さ

に
死
せ
ん
と
す
る
や
、

先
ん
じ
て
牛
鳴
を
為
す
と
。
前
後
の
郡
将
敢
へ
て
禁
ず
る
莫
し
。

倫
官
に
到
る
や
、
属
県
に
移
書
し
、
百
姓
に
暁
告
し
て
、
其
の
巫

祝
鬼
神
に
依
託
し
て
愚
民
を
詐
怖
す
る
こ
と
有
れ
ば
、
皆
之
を
安

論
し
、
妄
り
に
牛
を
屠
る
者
有
れ
ば
、
吏
輒
ち
罰
を
行
ふ
。

巫
祝
が
大
き
な
影
響
力
も
持
つ
会
稽
で
は
、
人
々
は
頻
繁
に
神
に
牛
を

捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
貧
困
に
喘
い
で
い
た
。
地
方
官
と
し
て
着
任
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し
た
倫
は
、
巫
祝
が
鬼
神
に
「
か
こ
つ
け
」
て
人
民
を
た
ぶ
ら
か
さ
ぬ

よ
う
取
り
締
ま
る
。
神
の
威
光
を
振
り
か
ざ
し
て
人
民
を
苦
し
め
る
巫

祝
へ
の
、
否
定
的
な
立
場
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

巫
祝
の
託
宣
を
、
真
実
の
神
の
言
葉
と
受
け
取
る
か
、
単
な
る
虚
言

と
み
な
す
か
は
、
受
け
取
る
側
の
都
合
に
左
右
さ
れ
る
。
史
書
で
は
、

権
威
と
結
び
つ
い
た
託
宣
は
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
権
威
に
沿
わ
な
い

託
宣
は
嘘
偽
り
と
し
て
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

欽
明
紀
に
お
い
て
、
蘇
我
稲
目
が
百
済
王
子
に
対
し
て
恭
順
を
要
請

し
た
「
建
国
の
神
々
を
祭
る
べ
し
」
と
す
る
託
宣
は
、
倭
国
の
権
威
に

沿
う
も
の
で
あ
り
、
稲
目
も
託
宣
を
真
実
の
神
の
言
葉
と
み
な
し
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
「
託
」
を
「
口
実
」
の
意
味
で

使
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
傍
線
部
「
祝
者
廼
託
神
語

報
曰
」
を
、
β
群
の
用
例
に
倣
っ
て
「
神
廼
託
祝
者
報
曰
」
と
書
き
換

え
る
だ
け
で
、「
神
が
、
祝
者
に
憑
依
し
て
言
う
こ
と
に
は
」
と
い
う
意

味
に
で
き
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
文
章
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
森
氏
が
推
定
す
る
よ
う
に
、
続
守
言
の
よ
う
な
渡
来
唐

人
が
巻
十
九
を
担
当
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
参
考
と
し
た
散
逸
資
料
に

は
「
と
り
憑
く
」
の
意
味
で
「
託
」
表
記
が
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、

中
国
本
土
で
は
馴
染
み
の
な
い
用
法
に
違
和
感
を
覚
え
た
編
者
が
、
訂

正
を
加
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
「
託
」
の
用
例
を
α
群
と
β
群
に
振
り
分
け
て
み
る

と
、
β
群
で
は
一
例
を
除
き
、
全
て
「
と
り
憑
く
」
の
意
味
で
使
わ
れ

て
い
た
の
に
対
し
、
α
群
に
は
「
と
り
憑
く
」
の
用
例
が
一
例
も
な
い

こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る（

（注

（
注

。

（
２
）『
風
土
記
』・『
万
葉
集
』・『
続
日
本
紀
』

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
二
例
の
内
一
例
は
、「
託
和
の
社
」
と
い
う
固

有
名
詞
に
使
わ
れ
て
お
り
、
も
う
一
例
は
、
以
下
の
霊
験
あ
ら
た
か
な

石
の
記
事
で
あ
る
。

［
原
文
］

所
謂
石
神
者
、
即
是
、
多
伎
都
比
古
命
之
御
託
。
当
旱
乞
雨
時
、

必
令
零
也

［
訓
読
文
］

謂
は
ゆ
る
石
神
は
、
す
な
は
ち
是
れ
、
多
伎
都
比
古
の
命
の
御

み
つ
き
も
の託

な
り
。
旱ひ

で
りに

当
り
て
雨
を
乞
ふ
時
は
、
必
ず
零ふ

ら
し
め
た
ま
ふ
。

多
伎
都
比
古
命
が
憑
依
す
る
石
は
、
雨
乞
い
を
す
れ
ば
必
ず
降
ら
せ
て

く
れ
る
と
い
う
。
生
き
物
に
「
と
り
憑
く
」
場
合
と
は
異
な
る
も
の
の
、

神
霊
が
自
身
の
肉
体
の
代
替
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
れ

も
憑
依
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
託
」
に
関
連
し
て
、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
は
、『
史
記
』
太
子
公
自
序
の
一
節
を
引
用
し
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て
い
る
。
以
下
の
傍
線
部
が
該
当
箇
所
で
あ
る（

（注

（
注

。

［
原
文
］

凡
人
所
生
者
神
也
。
所
託
者
形
也
。
神
大
用
則
竭
。
形
大
労
則
敝
。

形
神
離
則
死
。
死
者
不
可
復
生
。
離
者
不
可
復
反
。
故
聖
人
重
之
。

由
是
観
之
、
神
者
生
之
本
也
。
形
者
生
之
具
也
。

［
訓
読
文
］

凡
そ
人
の
生
く
る
所
の
者
は
神し

ん

な
り
。
託
す
る
所
の
者
は
形
な
り
。

神
は
大
用
す
れ
ば
則
ち
竭つ

き
、
形
は
大
労
す
れ
ば
則
ち
敝つ

か

る
。
形

神
離
る
れ
ば
則
ち
死
す
。
死
す
る
者
は
復
た
生
く
べ
か
ら
ず
。
離

る
る
者
は
復
た
反
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
聖
人
こ
れ
を
重
ん
ず
。
是

れ
に
由
り
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
神
は
生
の
本
な
り
。
形
は
生
の
具

な
り
。

	

傍
線
部
の
大
意
は
「
お
お
よ
そ
人
に
生
命
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
は

精
神
で
あ
り
、
生
命
を
託
し
て
い
る
も
の
は
肉
体
で
あ
る
。」
と
な
る
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
け
る
「
託
」
と
同
様
の
表
現
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、『
風
土
記
』
の
用
例
が
憑
依
の
意
味
で
解
釈
し
得

る
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
憑
依
の
意
味
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調

し
て
お
き
た
い
。
憑
依
で
あ
る
か
ら
に
は
、
自
ら
の
肉
体
を
持
た
な
い

霊
魂
や
、
肉
体
を
離
れ
た
霊
魂
が
、
別
の
物
体
を
肉
体
の
代
替
と
す
る

行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
、
人
間
が
生
命

を
そ
の
肉
体
に
「
委
ね
」
て
い
る
と
い
う
事
実
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
よ
っ
て
、
漢
籍
に
お
い
て
「
託
」
を
憑
依
の
意
味
で
使
用
し
て

い
る
例
と
は
見
な
さ
な
い
。

『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
、
安
師
（
あ
な
し
）
の
里
と
い
う
地
名
の
由

来
を
説
明
し
た
記
事
が
あ
る
。

［
原
文
］

安
師
里
。土
中

々
。
右
、
称
安
師
者
、
倭
穴
无
神
々
戸
託
仕
奉
。
故
号
穴
師
。

［
訓
読
文
］

安
師
の
里
。
土
は
中
の
中
。
右
、
安
師
と
称い

ふ
は
、
倭
の
穴あ

な

无し

の

神
の
神か

む

戸べ

と
託
き
て
仕
へ
奉
る
。
故か

れ
、
穴
師
と
号な

づ

く
。

解
釈
の
難
し
い
箇
所
で
は
あ
る
が
、
大
意
は
「
倭
の
穴
无
（
あ
な
し
）

の
神
が
神
戸
に
と
り
憑
い
て
、
以
来
祭
る
こ
と
に
な
っ
た
」
で
あ
ろ
う
。

神
が
憑
依
し
た
だ
け
で
は
、
祭
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
結
果
に
直
結

し
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
は
、
憑
依
し
た
神
が
自
ら
を
祭
る
よ
う
要
求

し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
託
宣
」
で
あ
る
。「
託
宣
」
は
、

『
続
日
本
紀
』
を
初
出
と
す
る
和
製
漢
語
で
あ
る
が
、
現
象
と
し
て
は
、

こ
の
よ
う
に
風
土
記
に
遡
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
漢
籍
に

お
い
て
は
、「
託
」
の
膨
大
な
用
例
の
中
か
ら
、「
頼
る
」
系
の
意
味
と
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明
確
に
区
別
で
き
る
よ
う
な
「
と
り
憑
く
」
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
が

困
難
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、『
風
土
記
』
で
は
、
わ
ず
か
三
例
し
か
な

い
中
で
、
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
例
を
除
き
、
二
例
と
も
憑
依
に

関
連
し
た
用
例
で
あ
っ
た
。

『
万
葉
集
』
の
「
託
」
四
例
に
は
、
憑
依
の
意
味
を
確
認
で
き
な
か
っ

た
。
憑
依
に
関
連
す
る
表
現
を
伴
う
和
歌
と
し
て
は
、
一
〇
一
番
歌
と

四
〇
六
番
歌
が
あ
る
が
、
前
者
は
『
日
本
書
紀
』
で
の
使
用
例
も
あ
る

「
著
」
を
用
い
、
後
者
は
特
異
な
例
で
「
認
」
を
用
い
て
い
る
。
用
例
が

少
な
い
た
め
、『
万
葉
集
』
の
編
者
や
、
和
歌
を
文
字
に
書
き
起
こ
し
た

人
々
が
、「
託
」
字
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

『
続
日
本
紀
』
の
十
四
例
に
は
、「
託
宣
」
と
い
う
熟
語
表
現
が
二
例

見
ら
れ
る
。「
託
宣
」
は
、『
続
日
本
紀
』
を
初
出
と
す
る
和
製
漢
語
で

あ
り
、
憑
依
と
も
深
い
関
わ
り
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
漢
籍
に
お
け
る

「
託
」
の
本
来
の
語
義
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、「
神
が
人
間
に
言
葉
を
委

ね
て
、
人
間
が
代
理
と
し
て
の
た
ま
う
」
の
よ
う
な
解
釈
に
な
る
。
し

か
し
、『
日
本
書
紀
』
や
『
日
本
霊
異
記
』
な
ど
の
用
例
を
踏
ま
え
、
上

代
の
日
本
で
「
託
」
に
憑
依
の
意
味
を
持
た
せ
た
可
能
性
を
重
視
す
る

な
ら
ば
、「
神
が
人
間
に
と
り
憑
い
て
の
た
ま
う
」
の
よ
う
な
解
釈
も
成

り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
託
」
を
憑
依
の
意
味
で
用
い
る
こ
と

の
慣
用
性
と
、
編
者
自
身
の
認
識
が
、
判
断
の
鍵
と
な
ろ
う（

（注

（
注

。

三
、
漢
字
「
託
」
と
和
語

（
１
）
和
語
「
ツ
ク
」
と
の
関
連

「
頼
る
」
の
意
味
で
多
用
さ
れ
る
漢
字
「
託
」
は
、
な
ぜ
日
本
に
お
い

て
憑
依
の
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
の
日
本
語
史
研
究
で
は
、
古
代
の
漢
文
訓
読
に
、
和
文
に
は
見

ら
れ
な
い
特
有
の
語
彙
・
語
法
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
築

島
裕
氏（

（注

（
注

は
、
中
古
に
は
和
文
特
有
語
・
訓
読
特
有
語
と
い
う
ふ
た
つ
の

異
な
る
語
彙
体
系
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
ジ
ス

ク
・
マ
シ
ュ
ー
氏
は
、
漢
文
訓
読
の
影
響
は
、
語
彙
・
語
法
と
い
っ
た

外
形
的
な
問
題
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
と
し
、「
あ
る
和
語
が
あ
る
漢
字
と

結
び
つ
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
和
語
の
も
と
の
意
味
が
漢
字
の
意

味
に
引
き
ず
ら
れ
、
変
化
し
た
り
、
拡
張
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
得

た
（
（注

（
注

」
と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
託
」
に
関
し
て
は
、
こ

れ
と
は
逆
の
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
可
能
性
を
検
証
し
た
い
。

『
日
本
書
紀
』
に
、「
託
」
と
「
離
」
を
対
義
的
に
用
い
る
例
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
古
辞
書
に
掲
載
さ
れ
る
以
前
の
上
代
か
ら
、「
託
」
を
「
ツ

ク
」
と
訓
じ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
漢
籍
の
「
託
」
が
「
頼
る
」
の

意
味
を
基
本
と
す
る
以
上
、
日
本
人
が
「
託
」
に
対
し
て
、
和
語
「
ツ

ク
」
を
あ
て
た
の
は
、「
ツ
ク
」
に
「
託
」
と
同
様
「
頼
る
」
等
の
意
味
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が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
ツ
ク
」
は
本
来
「
附
着
す
る
」

の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
範
疇
に
「
と
り
憑
く
」
の
意
味
も
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
和
語
「
ツ
ク
」
の
意
味
に
引
き
ず
ら
れ
、
漢
字
「
託
」
は

「
と
り
憑
く
」
の
意
味
で
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
以
後
、「
頼
る
」・「
委
ね
る
」・「
か
こ
つ
け
る
」
な
ど
の
意
味

を
含
む
用
例
を
《
頼
る
系
》
と
し
、
純
粋
に
接
着
を
意
味
す
る
用
例
を

《
附
着
・
接
着
系
》
と
分
類
す
る
。

ま
ず
、
漢
籍
に
散
見
す
る
「
託
」
の
用
例
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、《
附

着
・
接
着
系
》
に
属
す
る
も
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
管
見
に
入
ら
な
い
。

つ
ま
り
、《
頼
る
系
》
の
意
味
が
主
流
で
あ
り
、「
接
着
す
る
」
の
意
味

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
和
語
「
ツ
ク
」
の
語
義
を
検
証
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
上
代

の
万
葉
仮
名
表
記
の
用
例
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。

『
古
事
記
』
下
巻
、
雄
略
天
皇
の
記
事
に
、
次
の
歌
謡
が
あ
る
。

御み

諸も
ろ

に　

築
く
や
玉
垣　

都つ

岐き

余
し　

誰た

に
か
も
依
ら
む　

神
の

宮
人

お
お
ま
か
な
歌
意
は
「
神
に
長
く
仕
え
す
ぎ
た
私
は
、
今
は
誰
に
頼
っ

た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
。」
と
な
ろ
う
か
。
三
句
目
の
「
都
岐
阿
麻
斯

（
つ
き
あ
ま
し
）」
が
、
神
に
長
く
仕
え
て
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

神
を
「
頼
り
に
す
る
」
と
い
う
よ
り
は
、
神
に
「
奉
仕
す
る
」
と
い
う

よ
う
な
意
味
合
い
を
強
く
意
図
し
た
表
現
で
あ
る
が
、
四
句
目
の
「
多

爾
加
母
余
良
牟
（
た
に
か
も
よ
ら
む
）」
と
誰
を
頼
れ
ば
い
い
の
か
と
途

方
に
暮
れ
る
表
現
は
、
こ
れ
ま
で
は
神
に
仕
え
拠
り
所
と
し
て
い
た
こ

と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、《
頼
る
系
》
の
範
疇
と
考
え
ら
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
巻
二
神
代
下
の
歌
謡
に
も
、「
ツ
ク
」
の
用
例
が
あ
る
。

沖
つ
鳥　

鴨
豆づ

勾く

島
に　

我
が
率ゐ

寝ね

し　

妹
は
忘
ら
じ　

世
の
尽

こ
と
ご
とも

歌
意
は
「
沖
に
い
る
鴨
の
寄
り
つ
く
島
で
共
寝
し
た
、
あ
な
た
の
こ
と

は
忘
れ
は
し
ま
い
、
こ
の
世
の
限
り
」
と
な
り
、「
か
も
づ
く
し
ま
」
は
、

「
鴨
が
拠
り
所
と
し
て
棲
む
島
」
と
解
釈
で
き
る
。
漢
籍
で
は
、
険
し
い

山
に
身
を
委
ね
る
仙
人
を
記
述
す
る
際
な
ど
に
「
託
」
を
使
用
し
、
用

法
の
一
致
を
み
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
拠
り
所
と
す
る
」
や
「
委
ね
る
」
な
ど
の
《
頼
る

系
》
の
用
例
か
ら
、
和
語
「
ツ
ク
」
に
は
、
漢
字
「
託
」
と
結
び
つ
く

だ
け
の
意
味
上
の
一
致
が
指
摘
で
き
る
。

し
か
し
、
一
方
で
は
、
漢
字
「
託
」
に
は
見
ら
れ
な
い
、《
附
着
・
接

着
系
》
の
意
味
で
の
用
例
も
確
認
で
き
る
。『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
五
・

孝
徳
天
皇
の
記
事
に
は
、
以
下
の
歌
謡
が
あ
る
。
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金
木
都つ

該け　

吾
が
飼
ふ
駒
は　

引
き
出で

せ
ず　

吾あ

が
飼
ふ
駒
を　

人
見
つ
ら
む
か

上
の
句
の
「
金
木
つ
け　

吾
が
飼
ふ
駒
は
」
の
部
分
は
、「
逃
げ
な
い
よ

う
に
金
木
を
つ
け
て
私
が
飼
っ
て
い
る
馬
は
、」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
「
ツ
ク
」
は
、
漢
籍
に
お
け
る
「
託
」
と
は
異
な
り
《
頼

る
系
》
の
意
味
を
全
く
含
ん
で
お
ら
ず
、《
附
着
・
接
着
系
》
の
意
味
で

あ
る
。

『
万
葉
集
』
に
も
、
以
下
の
巻
十
五
・
三
六
六
七
番
歌
の
よ
う
な
《
附

着
・
接
着
系
》
の
用
例
が
散
見
さ
れ
る
。

我
が
旅
は　

久
し
く
あ
ら
し　

こ
の
我
が
着
る　

妹
が
衣
の　

垢

都つ

久く

見
れ
ば

衣
に
垢
が
つ
く
と
い
う
表
現
に
は
《
頼
る
系
》
の
意
味
合
い
は
含
ま
れ

て
お
ら
ず
、
純
粋
に
《
附
着
・
接
着
系
》
の
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。
以

上
の
よ
う
に
、
和
語
「
ツ
ク
」
に
は
、
漢
字
「
託
」
に
は
な
い
《
附
着
・

接
着
系
》
の
意
味
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
万
葉
集
』
で

は
、「
ツ
ク
」
十
五
例
中
、
十
二
例
が
《
附
着
・
接
着
系
》
の
意
味
で
あ

り
、
数
に
お
い
て
《
頼
る
系
》
を
圧
倒
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

和
語
「
ツ
ク
」
の
基
本
的
な
語
義
は
《
附
着
・
接
着
系
》
に
あ
り
、《
頼

る
系
》
は
派
生
と
考
え
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
万
葉
仮
名
表
記
の
「
ツ

ク
」
の
中
で
、
憑
依
を
表
す
用
例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

一
方
が
他
方
に
密
着
す
る
意
味
の
用
例
は
確
認
で
き
る
。
以
下
に
『
万

葉
集
』
か
ら
の
引
用
を
掲
げ
る
。

新
田
山　

嶺
に
は
都つ

可か

な
な　

我
に
寄
そ
り　

は
し
な
る
児
ら
し　

あ
や
に
か
な
し
も�

（
巻
一
四
・
三
四
〇
八
）

高
き
嶺
に　

雲
の
都つ

久く

の
す　

我
さ
へ
に　

君
に
都つ

吉き

な
な　

高

嶺
と
思
ひ
て�

（
巻
一
四
・
三
五
一
四
）

三
四
〇
八
番
歌
は
、「
地
理
的
に
他
の
山
々
に
付
か
ず
独
立
し
て
い
る
新

田
山
の
よ
う
に
、
他
の
誰
と
も
く
っ
つ
か
な
い
で
ほ
し
い
な
あ
。
私
と

噂
を
た
て
ら
れ
、
ど
っ
ち
付
か
ず
の
あ
の
子
が
無
性
に
愛
し
い
」
と
歌
っ

た
も
の
で
、
想
い
人
が
自
分
以
外
の
誰
と
も
契
ら
な
い
で
欲
し
い
と
い

う
願
望
を
、「
ツ
ク
」
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
三
五
一
四
番
歌
は
、

「
高
い
嶺
に
雲
が
ま
と
わ
り
付
く
よ
う
に
、
自
分
も
あ
な
た
と
離
れ
ず
に

い
た
い
」
と
歌
っ
た
も
の
で
、
山
に
ま
と
わ
り
付
く
雲
を
「
ツ
ク
」
で

表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
方
が
他
方
に
極
度
に
密
着
す
る
点
に
お

い
て
、「
ツ
ク
」
は
憑
依
の
意
味
で
も
使
わ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

漢
字
「
託
」
は
、
和
語
「
つ
く
」
の
《
附
着
・
接
着
系
》
の
意
味
に
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引
き
ず
ら
れ
る
か
た
ち
で
、「
と
り
憑
く
」「
憑
依
す
る
」
の
意
味
で
用

い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

（注

（
注

。

（
２
）
和
語
「
ク
ル
フ
」
と
の
関
連

と
こ
ろ
で
、《
附
着
・
接
着
系
》
の
語
義
か
ら
派
生
し
て
憑
依
の
意
味

で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
託
」
を
、『
霊
異
記
』
の
訓
釈
が
「
久
流

比
天
（
ク
ル
ヒ
テ
）」
と
訓
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
霊
異
記
』
成
立

以
前
の
語
感
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
上
代
の

文
献
に
お
い
て
、
万
葉
仮
名
で
記
さ
れ
た
「
ク
ル
フ
」
の
用
例
は
二
例

し
か
な
い
た
め
、
語
義
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

参
考
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
万
葉
集
』
に
は
、
巻
四
の
「
更
大
伴
宿
祢
家
持
贈
坂
上
大
嬢
歌
十
五

首
（
更
に
大
伴
宿
祢
家
持
の
、
坂
上
大
嬢
に
贈
り
し
歌
十
五
首
）」
の
う

ち
、
七
五
一
番
歌
に
「
ク
ル
フ
」
が
見
え
る
。

相
見
て
は　

幾
日
も
経
ぬ
を　

こ
こ
だ
く
も　

久
流
比
に
久
流
比　

思
ほ
ゆ
る
か
も

「
ク
ル
フ
」
を
畳
語
法
に
よ
っ
て
強
調
す
る
こ
と
で
、
や
る
せ
な
い
恋
情

を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
の
用
法
と
の
相
違
は
見

ら
れ
な
い
。

『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
他
動
詞
「
ク
ル
ホ
ス
」
の
形

で
、
ほ
ぼ
同
一
の
歌
謡
に
見
え
る
が
、
こ
こ
で
は
『
古
事
記
』
仲
哀
記

の
歌
謡
の
み
掲
げ
る
。

こ
の
御み

酒き

は　

我
が
御
酒
な
ら
ず　

酒く
し

の
司か

み　

常
世
に
坐い

ま

す　

石い
は

立
た
す　

少す
く

名な

御み

神か
み

の　

神か
む

寿ほ

き　

寿ほ

き
玖く

流る

本ほ

斯し　

豊と
よ

寿ほ

き　

寿ほ

き
廻も

と
ほし　

奉ま
つ

り
来こ

し
御み

酒き

ぞ　

止あ

さ
ず
飲を

せ　

さ
さ

宴
席
で
、
相
手
に
酒
を
勧
め
る
内
容
で
あ
る
。
た
だ
の
酒
で
は
な
く
、

少
御
神
が
醸
造
に
関
わ
っ
た
特
別
の
酒
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

「
寿
き
狂
ほ
し
」
と
「
寿
き
廻
ほ
し
」
は
他
動
詞
な
の
で
、
少
御
神
自
身

が
醸
造
の
際
に
踊
り
狂
っ
た
の
で
は
な
い
。
西
郷
信
綱
氏（

（注

（
注

が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
少
御
神
が
酒
の
作
り
手
に
神
が
か
り
し
て
、
踊
り
狂
い
な
が

ら
醸
さ
せ
た
こ
と
を
描
写
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
少
御

神
が
と
り
憑
い
た
こ
と
で
、
作
り
手
は
狂
乱
状
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
上
代
の
人
々
が
、
憑
依
と
い
う
現
象
を
、
狂
乱
と
の
関
連
性

の
上
で
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。『
日
本
霊
異
記
』
の
訓
釈

は
、
後
世
に
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
憑
依
を
意
味
す
る

「
託
」
を
「
ク
ル
ヒ
テ
」
と
訓
じ
た
こ
と
は
、
上
代
の
感
覚
か
ら
大
き
く

外
れ
て
は
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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お
わ
り
に

漢
籍
に
お
い
て
、「
託
」
が
憑
依
の
意
味
で
使
わ
れ
る
例
は
、
今
の
と

こ
ろ
管
見
に
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
は
、『
霊
異
記
』
の

全
用
例
が
憑
依
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
遡
っ
て
『
風

土
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か

も
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
中
国
か
ら
の
渡
来
人
が
担
当
し
た
と
さ
れ
る

α
群
の
巻
々
に
は
な
く
、
倭
習
に
満
ち
て
い
る
と
さ
れ
る
β
群
に
偏
在

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
託
」
を
憑
依
の
意
味
で
用
い
る
こ
と

が
、
日
本
に
お
い
て
よ
り
顕
著
で
あ
る
理
由
は
、《
附
着
・
接
着
系
》
の

意
味
を
持
つ
和
語
「
ツ
ク
」
と
結
び
つ
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

漢
籍
に
お
い
て
明
確
に
憑
依
を
表
す
語
と
し
て
は
、「
憑
」
が
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
た
、
志
怪
小
説
な
ど
で
は
、「
頼
る
」
と
「
と
り
憑
く
」
と
の

間
で
解
釈
が
揺
れ
る
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
、「
憑
」
や
「
託
」
が
散
見

さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
漢
字
を
熟
知
す
る
中
国
人
が
「
頼
る
」

と
い
う
本
来
の
語
義
を
忘
れ
て
「
憑
」
や
「
託
」
を
使
用
す
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
ず
、「
と
り
憑
く
」
と
訳
し
得
る
例
も
、
そ
の
派
生
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、「
附
着
」
か
ら
の
派
生
を
連
想
さ
せ
る
「
と
り
憑
く
」
の

よ
う
な
日
本
語
訳
は
適
切
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
同
じ
憑
依
の
場
面
を
描
く
に
し
て
も
、
上
代
日
本
の
古
い

伝
説
や
神
話
を
記
録
す
る
際
に
、「
託
」
を
「
と
り
憑
く
」
の
意
味
で
使

用
し
た
『
日
本
書
紀
』
β
群
の
編
者
や
『
日
本
霊
異
記
』
の
著
者
は
、

本
来
の
意
味
で
あ
る
「
頼
る
」
や
「
委
ね
る
」
を
踏
ま
え
て
い
た
だ
ろ

う
か
。

『
日
本
書
紀
』
や
『
日
本
霊
異
記
』
に
描
か
れ
た
憑
依
の
場
面
で
は
、

漢
籍
の
志
怪
小
説
の
よ
う
に
、
人
間
と
神
霊
が
対
等
な
位
置
で
交
渉
す

る
よ
う
な
、
生
き
生
き
と
し
た
交
流
は
描
か
れ
な
い
。
代
わ
り
に
、
神

霊
に
よ
る
圧
倒
的
な
強
制
性
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
漢
籍
に
お
い
て
「
と
り
憑
く
」
を
表
す
語
が
《
頼
る
系
》
か
ら
の

派
生
で
あ
る
の
に
対
し
、
上
代
に
お
い
て
「
と
り
憑
く
」
を
表
す
語
が

《
附
着
・
接
着
系
》
か
ら
の
派
生
で
あ
る
こ
と
が
、
両
国
に
お
け
る
微
妙

な
語
感
の
違
い
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
上
代
に
お

い
て
、
神
霊
に
よ
る
力
任
せ
の
憑
依
は
、
と
り
憑
か
れ
た
者
を
し
て
、

狂
人
の
ご
と
く
に
振
舞
わ
せ
る
。
ま
さ
に
「
ク
ル
ヒ
テ
」
と
訓
じ
る
に

ふ
さ
わ
し
い
語
感
を
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

（
１
）	
『
新
撰
字
鏡
』
に
は
「
他
各
反　

寄
也　

累
也
」、『
類
聚
名
義
抄
』
に
は

「
亠
橐　

ツ
ク　

ヨ
ル　

累　

ワ
サ
ウ
ラ　

ホ
コ
ル
」
と
あ
る
。

（
２
）	
本
稿
に
お
い
て
、『
霊
異
記
』
及
び
、
特
に
言
及
の
な
い
引
用
文
は
、
全

て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
依
拠
し
た
。
ま
た
、『
霊
異
記
』
の
訓
読

文
で
片
仮
名
表
記
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
、
万
葉
仮
名
の
訓
釈
に
基
づ
く
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箇
所
で
あ
る
。

（
３
）	
『
説
文
解
字
』
に
は
「
寄
也　

从
言
乇
声
他
各
切
」、『
玉
篇
』
に
は
「
他

各
切　

寄
也　

依
憑
也
」
と
あ
る
。『
玉
篇
』
に
見
え
る
「
依
憑
」
は
「
憑

依
」
の
上
下
が
逆
転
し
て
い
る
だ
け
の
熟
語
で
あ
る
が
、「
憑
依
」
と
は

異
な
り
「
と
り
憑
く
」
の
意
味
は
な
く
、「
よ
り
た
の
む
」「
依
頼
」
な
ど

と
解
釈
さ
れ
る
。

（
４
）	

本
稿
に
お
い
て
、『
太
平
廣
記
』
の
本
文
は
全
て
中
華
書
局
本
（
一
九
六

一
年
）
に
、
訓
読
文
は
西
本
芳
男
編
『
新
釈　

太
平
廣
記　

鬼
部
』
一
～

四
（
二
〇
〇
三
～
二
〇
〇
八
年
・
私
家
版
）
に
依
拠
し
た
。

（
５
）	

「
憑
」
に
つ
い
て
、『
玉
篇
』
に
は
「
皮
明
切　

投
託
也
」
と
あ
る
が
、「
投

託
」
と
は
「
信
じ
て
頼
み
入
る
」
の
意
で
あ
る
。
ま
た
、『
古
訓
匯
纂
』
に

よ
る
と
、
多
く
の
注
釈
は
「
憑
」
を
「
依
也
」
と
解
説
し
て
い
る
。

（
６
）	

本
文
は
『
新
校
捜
神
記　

二
十
巻
』（
一
九
五
九
年
・
世
界
書
局
）
に
、
訓

読
文
は
千
坊
幸
子
・
森
野
繁
夫
編
『
干
寶
捜
神
記
』（
二
〇
〇
四
年
・
白

帝
社
）
に
依
拠
し
た
。

（
７
）	

古
辞
書
に
お
け
る
「
託
」
の
項
目
か
ら
、
大
ま
か
な
語
義
を
確
認
す
る
。

（
注
１
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。『
新
撰
字
鏡
』
の
「
寄
也
」
や
『
類
聚
名
義

抄
』
の
「
ツ
ク　

ヨ
ル
」
は
、
漢
籍
に
お
け
る
主
要
な
語
義
「
頼
る
」
や

「
委
ね
る
」
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
両
者
に
見
ら
れ

る
「
累
也
」
で
あ
る
が
、「
累
」
に
は
「
し
ば
る
」「
と
ら
え
る
」「
つ
な

ぐ
」
等
の
意
味
が
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
、
憑
依
と
の
関
連
を
示
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
ぼ
つ
か
な
い
。『
類
聚
妙
義
抄
』
の
「
ワ
サ
ウ

ラ
」
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。「
ワ
サ
」
は
、「
童
歌
（
わ
ざ
う
た
）」
の

「
わ
ざ
」
と
同
じ
で
、「
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
行
わ
れ
る
行
為
」
の
意

味
で
、「
ウ
ラ
」
は
「
占
」
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
憑
依
に
基

づ
く
占
い
、
す
な
わ
ち
神
託
の
類
で
あ
ろ
う
か
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
古
辞

書
は
、
憑
依
に
関
わ
る
解
釈
を
採
録
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。

（
８
）	

『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
―
述
作
者
は
誰
か
』（
一
九
九
九
年
・
中
公
新

書
）
及
び
、『
日
本
書
紀
成
立
の
真
実
―
書
き
換
え
の
主
導
者
は
誰
か
』

（
二
〇
一
一
年
・
中
公
新
書
）

（
９
）	

本
文
は
中
華
書
局
本
（
一
九
六
五
年
初
版
・
一
九
七
三
年
第
二
印
刷
）
に
、

訓
読
文
は
『
全
譯
後
漢
書　

列
伝
（
四
）』（
二
〇
〇
五
年
・
汲
古
書
院
）

に
依
拠
し
た
。

（
10
）	

た
だ
し
、
α
群
の
用
例
と
て
、
す
べ
て
が
渡
来
唐
人
の
筆
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
は
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
巻
二
十
五
の
孝
徳
紀
の

詔
勅
は
倭
習
に
満
ち
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
人
の
加
筆
と
考
え
ら
れ
る
し
、

巻
十
四
・
巻
十
九
な
ど
、「
託
」
の
用
例
が
検
出
さ
れ
た
巻
々
の
朝
鮮
関

連
記
事
に
は
、
別
資
料
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
記
述
が
多
く
、
渡
来
唐
人
に

よ
る
記
述
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
α
群
の
「
託
」
の
用
例
の
一
部
が
、
日
本
人
に
よ
る
加
筆
や
、

別
資
料
か
ら
の
引
用
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
問
題
で
は
な
い
。「
託
」
を

憑
依
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
が
、
日
本
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
本
稿
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
β
群
の
み
に
憑
依
の
用
法
が
集

中
し
て
い
る
こ
と
が
、
重
要
な
の
で
あ
る
。

（
11
）	

本
文
は
瀧
川
亀
太
郎
『
史
記
会
注
考
証
』
十
（
一
九
三
四
年
・
東
方
文
化

学
院
東
京
研
究
所
）
に
、
訓
読
文
は
『
史
記 

三
』（
中
国
の
古
典
13　

一

九
八
五
年
・
学
習
研
究
社
）
に
依
拠
し
た
。

（
12
）	

残
り
十
二
例
の
「
託
」
が
、
全
て
憑
依
と
は
無
関
係
の
用
例
で
あ
る
こ
と

は
、
一
応
の
参
考
に
な
る
。
こ
れ
が
、『
続
日
本
紀
』
の
編
者
が
「
託
」
を

「
と
り
憑
く
」
の
意
味
で
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
れ
ば
、「
託
宣
」
の
二
例
も
「
委
ね
る
」
の
意
味
で
解
釈
す
る
方
が

妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、『
続
日
本
紀
』
に
は
憑
依
に
関
連
す
る
場

面
が
乏
し
く
、「
託
」
の
み
な
ら
ず
、「
憑
」
十
一
例
も
、
全
て
憑
依
と
は
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無
関
係
の
用
例
で
あ
る
た
め
、
結
論
を
急
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
13
）	
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』（
一
九
六
三
年
・
東
京
大

学
出
版
会
）

（
14
）	

『
意
味
の
上
の
漢
文
訓
読
―
和
語
「
あ
ら
は
す
」
に
対
す
る
漢
字
「
著
」

の
意
味
的
影
響
―
』（「
訓
点
語
と
訓
点
資
料
」
一
二
五
輯
・
二
〇
一
〇

年
）

（
15
）	

『
日
本
書
紀
』
の
β
群
の
執
筆
に
ど
れ
だ
け
の
人
間
が
関
わ
っ
た
の
か
は

分
か
ら
な
い
が
、「
託
」
十
例
の
内
一
例
を
除
き
、
全
て
憑
依
の
意
味
で

使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
同
じ
知
識
の
上
に
成
立
し
た
文
章

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
垂
仁
紀
の
「
ツ

ク
」
と
「
ハ
ナ
ツ
」
の
関
係
も
踏
ま
え
、
β
群
に
お
い
て
憑
依
の
意
味
で

使
用
さ
れ
る
「
託
」
の
読
み
は
、「
ツ
ク
」
に
統
一
し
て
よ
い
の
か
も
し

れ
な
い
。

（
16
）	

『
古
事
記
注
釈
（
三
）』（
一
九
八
八
年
・
平
凡
社
）

（
ふ
じ
さ
き　

ゆ
う
じ
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）




